
富士通

⑤確認④法適合確認

⑧出荷判定
会議
⑨出荷確認

③お取引先監査

⑥受入検査

お
客
様

⑦社内製造工場
定期監査

品質保証部門

出荷

製品事業部門
お
取
引
先

納入

環境部門

①非含有を要求

②適合証明

購買部門

RoHS指令適合への枠組み

お客様・社会全体への貢献 自らの変革 生物多様性の保全

　富士通グループは、人や環境への有害性があり、法律によっ

て使用が禁止もしくは規制されている物質を「富士通グループ

指定含有禁止物質」と定めています。それらの使用を厳しく禁

じるとともに、グリーン調達活動を通じて対象物質の排除に取

り組むことで、「富士通グループ指定含有禁止物質」を含まな

い製品を提供しています。

　また、お客様の安全を守るため、特定の化学物質がもたらす

リスクを最小化することを重点課題と認識しています。このた

め、物質の有害性が十分に明確化されていなくても、有害性が

懸念される物質については「富士通グループ指定含有管理物

質」、「富士通グループ指定含有報告物質」と定め、予防原則の

考えに基づき、対象物質の危険性が判明した段階で使用禁止

に移行できるよう、含有量を管理しています。

　この取り組みは、日本国内だけでなくグローバルな製品含有

規制にも対応しています。

　「富士通グループ指定含有報告物質」にはREACH規則※1の

認可対象候補物質※2を含めており、お取引先から含有情報を

収集し、製品単位での含有状況を管理しています。また、「富士

通グループ指定含有管理物質」は、各国の法律では規制されて

いないものの有害性が懸念されている物質を対象としており、

お取引先から含有情報を収集しています。

　PVC（ポリ塩化ビニル）に関しては、含有量を管理するだけで

なく、グリーン調達基準でも「可能な限り使用しないこと」を要

求しており、ケーブルの被覆や電子部品の絶縁材料を除いて

使用を抑制しています。

　富士通グループでは、化学物質管理への取り組みはサプラ

イチェーン全体の課題であるとの認識から、業界団体である

アーティクルマネジメント推進協議会（JAMP）やグリーン調達

調査共通化協議会（JGPSSI）などの活動に参画し、効率的に情

報を伝達する仕組みの構築について検討しています。

　なかでも、JAMPには設立当初から積極的に参加。同協議会

のAIS（アーティクル・インフォメーション・シート）という含有化

学物質情報伝達記入シートについて、入力フォーマットおよび

入力支援ツールの企画段階から携わったほか、業界全体への

AIS普及を目的に、お取引先に対する実践教育、含有化学物質

情報を適切に管理するためのガイドライン作成にも参加しまし

た。さらに、情報伝達をスムーズに行うための環境づくりとし

て、複数企業からの情報交換要求に対応するJAMP情報流通基

盤（JAMP-IT）の利用促進活動も担っています。

　富士通グループでは、お取引先から調達している部品・部材

に含有する化学物質の情報を、調査依頼から収集までシステ

ムで一元管理しています。さらに、このシステムを活用して、収

集した物質情報を製品ごとに積み上げて計算し、製品レベルで

の規制化学物質の含有量を把握、管理しています。

　また、このような社内ノウハウを活かしたパッケージソフトと

して、環境業務ソリューション「PLEMIA／ECODUCE」を提供し

ています。

　富士通グループは、法律などで規制されている物質を「富士

通グループ指定含有禁止物質」と定義し、対象物質を含まない

製品を提供しています。

　また、「富士通グループ グリーン調達基準」（P61参照）を定

め、お取引先に対して化学物質管理システム（CMS）の構築に

よる製品含有化学物質管理の徹底をお願いすることで、源流

管理を重視した取り組みを推進しています。

　RoHS指令※など法規制への対応としては、製品の事業責任

を負う製品事業部門を中心に、品質保証部門、購買部門、環境

部門を含めた体制を構築し、設計から出荷に至る各プロセスで

化学物質管理の徹底を図るなど、社内・サプライチェーン全体

を含め組織的に活動しています。

製品含有規制化学物質への取り組み 有害性が懸念される化学物質の管理

化学物質管理の仕組みづくりへの貢献

ICTを活用した製品含有化学物質の管理

法律で禁止・規制されている化学物質の管理

製品に含まれる化学物質の削減
国内外を問わず法律で規制されている化学物質や有害性が懸念される物質について
お取引先の協力のもと、厳格な管理に取り組んでいます。

※RoHS指令：電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する指令。

※グループ会社も上記に準じた枠組みを構築しています。

※1 REACH規則：化学物質の登録、評価、認可および制限に関する規則。
※2 REACH認可対象候補物質：REACH規則で規定される特性（発がん性、変異原
性、生殖毒性など）を有する物質から選定。製品中に含有する場合は、その情
報伝達義務が生じる。

WEB 製品に含まれる化学物質の削減
http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/chemical/

PLEMIA/ECODUCEウェブサイト
http://jp.fujitsu.com/solutions/plm/pdm/plemia/option-04.html

重要課題 地球環境保全への対応2
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